
平成２７年東郷町教育委員会７月定例会会議録  

 

１ 日  時 

  平成２７年７月１４（火）午後 １時３０分 開会 

              午後 ２時４５分 閉会 

２ 場  所 

  東郷町役場 ２階第４会議室 

３ 出席委員 

  委   員   長  ハンフリーズ やす子 

  委員長職務代理者  伊井 光子 

 委      員  相羽 繁生 

委      員  小出 直美 

  教   育   長  谷  直衛 

４ 欠席委員 

  なし 

５ 説明のため出席した職員の氏名 

教 育 部 長  ： 近藤 秀己 生涯学習課長  ： 中根 一郎 

学校教育課長 ： 磯村 元彦 

参    事 ： 福沢 伸一 

 

給食センター所長： 山領  孝 

 

６ 会議録作成職員の指名 

  学校教育課長 磯村 元彦 

７ 会議録署名委員の指名 

  委員長、谷教育長 

８ 教育長の報告 

 (1) 校長への指導事項等について  



 (2) ７月愛日地方教育事務協議会について  

 (3) その他 

９ 報告事項 

 (1)  ７月校長会について （学校教育課） 

 (2)  後援名義の使用許可について（学校教育課） 

 (3) 要保護・準要保護児童生徒数について（学校教育課） 

10  協議事項 

 (1) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果報告書（平

成２６年度）について（学校教育課、生涯学習課、給食センター） 

11 議 題 

 議案第３３号 平成２８年度使用小中学校教科用図書の採択について（学校教

育課） 

 議案第３４号 後援名義使用許可について（学校教育課） 

議案第３５号 東郷町立学校の体育施設の開放に関する規則の一部改正につ

いて（学校教育課） 

12 傍聴者 

  なし 

13 議事内容 

東郷町教育委員会７月定例会を開会します。会議の日程は、お手元に配布し

た議事日程のとおりです。まず日程第１、会議録作成職員を指名します。教育

長の推薦する学校教育課長を指名します。次に、日程第２、今月の会議録署名

委員を指名します。今月は私委員長と谷教育長を指名したいと思いますが、い

かがですか。 

（委員全員異議なし） 

異議なしとのことですので、今月の会議録署名委員は、私と谷教育長とさせ

ていただきます。次に日程第３、教育長の報告に入ります。教育長から報告を

お願いします。 

 

教育長 

 (１) 校長への指導事項等について 

  １ページをご覧ください。夏休み前に子どもに知らせておいてほしいことと 

 して、児童虐待通報電話「１８９」、道路交通法の改正により、自転車の関係で 

１４歳以上から適応になるため、ルールを守ることをお願いしました。 

  「２ 学校独自の慣習、ルール」。学校の規模や地域性により、町全体として 

統一していない部分について、特色でもありますが、たまには見直すこともよ 

いのではと話しました。 

  「３ 人材・教材」過去に紹介した人材の例を挙げました。 

 「４ その他」岩手県の中学生のいじめによる自殺の件に関連して、長い休 



みに入る前に、いじめなどの兆候はないか、不登校の傾向のある子どもに対し 

て、子どもとの糸が決して切れないように配慮してくださいとお願いしました。 

   

 (２)  ７月愛日地方教育事務協議会について 

  「１ 愛日地方事務協議会 ①協議事項 ⅱ 愛日地方教育事務協議会規約 

の変更」について、教科書を採択する会は、愛日事務協の一部としてやってい 

たが、それではいけないと国の指導で、独立することとなり、そのために決ま 

りをつくり直さないといけない。いろんな意見を聞いて作り直したところ、 

不完全であったため、まだ、検討中です。 

  「２ 尾張教育事務所からの指導事項 ④①保健体育関係」の６件の事故の

うち、２件は東郷町の事故です。     

 （３）その他 

  台風が近づいておりまして、今週末が学期最後の日ですが学校には、通知表

は最終日ではなく、1日前に渡すようにしてくださいと指示がしてあります。 

  日進市内で殺人事件がありました。日進市内の小中学校は一斉下校等の対応

をしています。東郷町もそれに準じて気を付けるようお願いしました。中学校

では先週の土曜、日曜日に支所大会があり、頑張っています。 

  以上で報告を終わります。 

 

委員長 ただいま、教育長から報告がありましたが、質問がありましたらお願い

します。 

 

委員長 質問もないようですので、以上で教育長の報告を終わります。次に日程

第４、報告事項に入ります。事務局から説明をお願いします。 

 

参事 

 (１) ７月校長会について 

  日進市の事件について、学校には、今週は基本的には一斉下校をすること。

時間の空いている先生方には要所に立っていただくことをお願いしました。昨

日の部活は自粛していただき、今日の朝まで自粛をお願いしてあります。今日

以降は基本的には昨日までに準ずる対応です。 

  学校だけでは対応しにくいため、保護者には付き添い登校をお願いしていま

す。 

ある地区の方より、スクールガードをやっていただける方が少ない。自治会

へお願いするなど地域へ呼びかけてほしいと話がありましたので、９月の校長会

で話したいと思っています。 

  小学校では７月に野外活動があります。それぞれの学校が炊飯実習をしてい

ます。学校によっては、今後は炊き出し訓練代わりにやりたいという話も出て

います。それからキャンプのトーチでいろいろありましたので、春木台小では



キャンプの説明会で、服が材質により燃える時間がどのくらい違うか実験して

見せました。保護者も納得したようでした。 

 諸輪小では、６年生が囃子太鼓の練習をして２年目。 

 高嶺小でプールの滅菌器が故障しました。 

  中学校では、支所大会があり、壮行会などありました。それから、先生の交

通事故が３件ありました。ケガはないが、物損です。交通事故に気を付けてほ

しいと話しました。諸輪中の給食用エレベータが緊急停止したため、対応中で

す。 

 

学校教育課長 

(２)  後援名義の使用許可について 

        （資料に基づき説明） 

(３) 要保護・準要保護児童生徒数について 

     （資料に基づき説明） 

 

委員長 ただいま、事務局から報告がありましたが、質問がありましたらお願い

します。 

 

委員長 質問もないようですので、以上で報告事項を終わります。 

次に日程第５、協議事項に入ります。（１）教育に関する事務の管理及び執

行の状況の点検及び評価の結果報告書（平成２６年度）について 事務局から

説明をお願いします。 

 

学校教育課長 （１）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の

結果報告書（平成２６年度）について、別紙をご覧ください。（資料に基づき

説明）これで、評価委員に評価していただきます。 

 

委員長 ただいま事務局から説明がありました。皆さんのご意見をお願いします。 

 

相羽委員 昨年と変わったところはありますか。 

 

給食センター長 給食センターの２５ページから２６ページに新たに給食事業に

ついて新しく追加した部分です。これにより、どのような思いで給食を作って

いるか分かると思います。給食での取組についても紹介し、問題点についても

記載しました。 

 

委員長 ほかにご意見はありませんか。ないようですので、この「教育に関する

事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果報告書（平成２６年度）につ

いて」はこれで評価委員の方にお願いします。以上で協議事項を終わります。 



次に日程第６、議題に入ります。議案第３３号 平成２８年度使用小中学校

教科用図書の採択について を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

参事 議案第３３号をご覧ください。議案、説明を読み上げ。資料から採択基準

を読み上げ。 

   （資料に基づき説明） 

 

委員長 以上で説明が終わりましたので、議案第３３号について、審議をお願い

します。教科書をお読みになられて、どうでしたか。 

 

教育長 折込の資料にわかりやすく出版社と教科書の一覧表をのせました。 

  社会は２枚目、日本文教から東京書籍に切換えたいというのが採択協議会の

意見です。 

 

参事 今回は社会と美術について、採択替えがありました。 

 

相羽委員 理科に関して東京書籍は実験と内容がきれいに分かれており、見やす

い印象を受けました。ほかは、参考文献的な教科書だという印象を受けました。 

 

伊井委員 音楽は２社しかありませんが、今使っている教育出版は専門的でカラ

ーが少なく、難しい印象です。もう１社は写真やカラーが多く、初心者がとっ

かかりやすい、わかりやすいかな。両方とも雅楽や歌舞伎など日本の伝統的な

音楽も扱っています。最近の傾向なんでしょうか。それから美術ですが、日本

文教から光村に変えるということですが、日本文教は現代作家の作品が多く、

光村は美しいシャガールやモネの絵画から始まり、造形、絵画を多く取り入れ

興味を引くものでした。書写ですが、最近の傾向なのか手紙の書き方などどこ

も扱いがあります。学校図書は、なぜ、毛筆を扱うのか、書の意味を問いかけ

ていて、落ち着いて書に向かい合うということが掲載されている点が違ってい

ました。 

  国語は東京書籍は見やすく、わかりやすい。学校図書は1，2年生は割と新し

い作家の作品が使用されていました。絆、生命、世界といったテーマ別で組み

立ててあった。東京書籍は最低限のものをいろんなものでまとめてある。説明

的なものが多い。光村は若手作家の者を使っていますが、人の心に入り込むよ

うな内容のものを扱っている。三省堂はカラーが多く見やすい。 

  社会は、歴史の朝鮮や中国の取扱いについて見ましたが、悪くないと思いま

した。日本文教は写真が多く、記者が取材したような写真、例えば原爆で母親

が子供を抱えたまま亡くなっている写真だったり、沖縄自決などが写真付きで

大きく扱われていました。日本人のシベリア抑留についての記述はありました

が、中国人や朝鮮人を強制労働した件についての記述はありませんでした。ほ



かの教科書は、表現の仕方は違いますが、中国人や朝鮮人を意思に反して日本

に連れてきて工場や炭鉱など劣悪な条件のもと働かされていたというような

ことの記述がありました。ほかの教科書では資料が多すぎて見づらいものもあ

り、東京書籍は使いやすいと思いました。 

 

谷教育長 東京書籍や光村の特性についてはおっしゃるとおりです。ずいぶん前

ですが、一時光村から東京書籍に切り替わった年がありました。当時は論理的

なものの考え方、こういった事実があって、それに基づき、こういった結論が

出てくるという点では東京書籍が強く、欧米の人に多い論理的な考え方を学ぶ

うえで、国際化を見据えるとよかったわけですが、一方で文学性は光村は、作

品の選び方が憎い。より文芸的な、これぞ日本人の心だよなというところが重

視されて戻ったといういきさつがあります。今回もそちらが重視された。東京

書籍は総合商社的。培ったノウハウを生かしており、ますます強くなり、破綻

がない。一方で会社独自のノウハウを持っている会社も強い。例えば帝国書院

の地図は昔からあります。啓林館の数学もそうですね。 

 

委員長 英語について言うと、マララさん、マーティンルーサーキング、社会の

物事に対する動きをたくさん取り入れています。 

  文法に対しては、東京書籍は内容と文法のバランスがいい。先生方も使いや

すく、学ぶものから見ても使いやすい。歌では、外国の歌を入れてあって、外

国のものに触れるという形ではいいんですが、カーペンターズやビートルズな

ので、今の子たちの興味が惹かれるものがあってもいいのかなと感じました。

「フロッグアンドトード」は小学校の国語の教科書で扱っているものをまた中

学校の英語でやるということで、原文に触れるというのはいいことですし、や

はり東京書籍はバランスが取れていると感じました。教育出版では新しい方法

でフォニックスを採り入れていて、いいと思います。これは欧米では小さい子

が読む前に習う手法です。中学校でこれを採り入れたら無理なく読めるのでは

ないかと思います。 

  あとは、先生の腕次第という感じです。 

 

委員長 ほかにはありませんか。 

 

小出委員 ざっくりしたことしか言えませんが、時代を経て本当にカラフルにな

っているということ、逆にカラフルになりすぎて、読みづらい感じがしました。

主となる文以外のいろんなものが多く、ごちゃごちゃした感じがします。 

  いろんな説明が書いてあり、本来は先生から説明を受けて、身につく部分が、

本に書いてある。 

 

教育長 学習図鑑的になっています。参考書、資料集はいらない。基本になる情



報をもとにして、思い描く、創造する要素が必要な気もしますが、そうすると

ほかの会社と比較し、シンプルなものに思えてしまい、競争にならない。 

もう一つは、委員長がおっしゃったように英語のビートルズの歌ですが、掲

載されている歌が「ハローグッドバイ」、歌詞の内容が対比していることが選

択の理由というところが抵抗を感じました。 

 

伊井委員 資料集はどうなっていますか。 

 

教育長 資料集は、学校の判断で必要であれば購入します。 

 

小出委員 教科書の最初に、この教科書の使い方が書いてあり、その使い方しか

できなくなるのが心配。自由な考えができない。 

 

伊井委員 意見的なことが多く入っているため、教科書とは事実を伝えるものだ

と思うので、適切ではないように思います。  

 

委員長 質問もないようですので、議案第３３号を可決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

 

委員全員 挙手 

 

委員長 全員賛成ですので、議案第３３号については可決します。 

続きまして、議案第３４号 後援名義使用許可について を議題とします。

事務局の説明を求めます。 

 

学校教育課長 議案第３４号、後援名義の使用許可について。議案、主催者、事

業名、日時、場所、説明を読上げ。 

 参考までに、開催場所である長久手市教育委員会の後援許可はいただいていま

す。（資料に基づき説明） 

 

委員長 以上で説明が終わりましたので、議案第３４号について、審議をお願い

します。質問はございませんか。 

 

 

委員長 質問もないようですので、議案第３４号について、原案どおり可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

 

委員全員 挙手  

 



委員長 全員賛成ですので、議案第３４号については可決します。 

続きまして、議案第３５号 東郷町立学校の体育施設の開放に関する規則の

一部改正について を議題とします。事務局の説明を求めます。 

 

学校教育課長 議案第３５号、東郷町立学校の体育施設の開放に関する規則の一

部改正について 議案、説明を読上げ。 

  （資料に基づき説明） 

 

委員長 以上で説明が終わりましたので、議案第３５号について、審議をお願い

します。質問はございませんか。 

 

委員長 質問もないようですので、議案第３５号について、原案どおり可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

 

委員全員 挙手  

 

委員長 全員賛成ですので、議案第３５号については可決します。以上で議題は

終了し、７月定例会の日程は、これですべて終了しました。 

これをもって閉会といたします。 

 

  



 

上記のとおり会議の次第を記録し、これを証するためにここに署名する。 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

署 名 委 員   

署 名 委 員   

会議録作成職員  

 


